
「市町村の森」とは

「市町村の森」とは、総務省が講じ
ている地域活性化事業により、地方
公共団体が国有林野を取得し、保
全・活用を図る森林です。

地域活性化事業では、右記の事
業を対象として地方財政措置（充当
率７５％）が講じられ、その元利償還
金の３０％に相当する額については、
後年度、普通交付税の基準財政需
要額に算入されます。

林野庁では、この事業を「市町村
の森」造成推進制度と位置づけ、地
方公共団体が国有林野を取得して
行う森林の活用を支援しています。

7.5億円の元利償還（最高３
年据置10年償還）に必要な
経費の一部（元利償還額の
うち30％(2.25億円)）を基準
財政需要額に算入

2.5億円
の別途財
源が必要

「市町村の森」造成 (10億円の事業費の場合）

別途財源

25％

地域活性化事業債

充当率 75％

対象となる事業は対象となる事業は

地域環境保全のための森林の整備事業
① 森林（土地及び立木）の取得
② 森林の保全・活用を図るために必
要な施設の整備

【事業の要件】
ア 森林を取得するものであること。
イ 当該森林及び施設は、事業後において条
例により公の施設として位置付けられるも
のであること。

ウ 公の施設としての管理体制をとるものであ
ること。

※ ただし、次に掲げる経費については対象に
なりません。

① 収益性がある施設の整備事業
② 特定受益者のために整備されると認められる施設の
整備事業

③ 国庫補助負担事業の地方負担額及び継ぎ足し単独
事業 など

試試 算算 例例
○ 初年度の負担額

10億円×0.25＝2.5億円
○ 起債措置（借入金）

10億円×0.75＝7.5億円
○基準財政需要額への算入率

おおむね30％
○ 普通交付税への措置額

7.5億円×0.3＝約2.25億円
○ 次年度目以降の負担額合計

7.5億円－約2.25億円＝約5.25億円

※ 上記は試算であり、普通交付税への措置額は毎年の財政
需要額の動向及び予算事情等により変動します。

「市町村の森」造成推進制度「市町村の森」造成推進制度

「市町村の森」造成推進制度の概要「市町村の森」造成推進制度の概要

国有林を地域に活かして



大月エコロジーキャンプ場
●四国森林管理局 四万十森林管理署
●所在地 ------------高知県幡多郡大月町
●国有林活用面積 ----5.2ha 
●事業主体 ----------大月町
●活用前の現況 ------林地
●土地取得年度 ------平成６年度

活用内容

■ミニビジターセンター■スノーケルセンター
■キャンプサイト■シャワー棟■炊事棟
■キャビン■洗い場■休憩所■体験農場
■トイレ棟■幹線道路■車道■歩道

導入した補助事業等
■国土保全特別対策事業（地域環境保全林整備事業）（自治省）
■自然体験滞在拠点整備事業（環境庁）

■県補助事業

「市町村の森」造成推進制度の事例「市町村の森」造成推進制度の事例



福島県民の森
●関東森林管理局 福島森林管理署
●所在地 ------------福島県安達郡大玉村
●国有林活用面積 ----52ha 
●事業主体 ----------福島県
●活用前の現況 ------林地
●土地取得年度 ------平成５年度

活用内容
■もりの学び舎■野鳥の森■学習の森■広場
■休憩所■展望施設■炭焼き体験広場
■きのこ生産施設■遊歩道■バンガロー
■炊事棟■標識■案内板■駐車場■トイレ

導入した補助事業等
■国土保全特別対策事業（地域環境保全林整備事業）（自治省）
■創造の森整備事業（林野庁）

■県単独事業

津別「市町村の森」
●北海道森林管理局 北見分局網走森林管理署
●所在地 ------------北海道網走郡津別町
●国有林活用面積 ----10ha 
●事業主体 ----------津別町
●活用前の現況 ------林地
●土地取得年度 ------平成５年度

活用内容

■森の健康館■研修の森■記念植樹の森
■野鳥の森■湿性植物保全の森■東屋
■野草・草木の森■遊歩道

導入した補助事業等
■国土保全特別対策事業（地域環境保全林整備事業）（自治省）



小清水町「市町村の森」
●北海道森林管理局 網走南部森林管理署
●所在地 ------------北海道斜里郡小清水町
●国有林活用面積 ----142ha 
●事業主体 ----------小清水町
●活用前の現況 ------林地
●土地取得年度 ------平成１４～１６年度

活用内容（計画）
■遊歩道■散策路野■木橋■木製遊具
■休憩所■バーベキュー小屋■ツリーハウス
■炭焼き小屋■アスレチックコース
■管理棟■駐車場■トイレ

導入した補助事業等
■国土保全対策事業（循環型社会形成事業）（総務省）

宮守村「市町村の森」
●東北森林管理局 岩手南部森林管理署遠野支所
●所在地 ------------岩手県上閉伊郡宮守村
●国有林活用面積 ----30ha 
●事業主体 ----------宮守村
●活用前の現況 ------林地
●土地取得年度 ------平成１１、１３年度

活用内容

■神社（稲荷穴）■キャンプ場■遊歩道
■わさび田■きのこ栽培場
■養魚池■駐車場

導入した補助事業等
■ふれあいの森整備事業（地方債）




